
【複数の指定権者に提出する場合の手順】                 別紙２ 

 

◆ 広島県内に複数の事業所をもつ「社会福祉法人ひろしま」が，実績報告書を法人一括で作成

する場合には，各指定権者へそれぞれ提出が必要となります。 

 

 

１．実績報告書を各指定権者に提出する。 

（３箇所それぞれに提出が必要となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．各指定権者から個別に，法人の担当部署に修正の連絡がある。（※修正が必要な場合のみ） 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

修正指示 

広島県 
東部厚生 
環境事務所 

 
福山市役所 

修正指示※※ 

 
尾道市役所 

 

福山市役所と 
尾道市役所から修
正の指示があった

場合の例 

広島県 
東部厚生 
環境事務所 

 
尾道市役所 

 

 

 
福山市役所 

【社会福祉法人ひろしま】 

■特別養護老人ホームひろしま  
     （所在地：福山市 指定権者：福山市） 
○デイサービスひろしま  
   （所在地：府中市 指定権者：広島県東部厚生環境事務所） 
▲グループホームひろしま（所在地：福山市 指定権者：福山市，尾道市） 

【社会福祉法人ひろしま】 

■特別養護老人ホームひろしま  
     （所在地：福山市 指定権者：福山市） 
○デイサービスひろしま  
   （所在地：府中市 指定権者：広島県東部厚生環境事務所） 
▲グループホームひろしま（所在地：福山市 指定権者：福山市，尾道市） 

実績報告書 実績報告書 実績報告書 



３．修正した部分（差替え分）の実績報告書等を，すべての指定権者へ，修正連絡票を添付して

送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４．各指定権者から 法人の担当部署へ，審査が終了したことの連絡がある。（書面） 

※福山市は確認終了後の通知は送付しません。訂正が必要な場合は10月末ま

でに連絡をします。（10月末までに連絡がなければ審査が終了。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

★すべての指定権者から審査終了の連絡があるまで，２，３ を繰り返してください。 

 

 

広島県 
東部厚生 
環境事務所 

広島県 
東部厚生 
環境事務所 

 
尾道市役所 

 

 

 
福山市役所 

各指定権者の修正指示を合わせて修正
したものを，すべての指定権者に送って
ください。 

審査終了 10月末までに連絡がなければ審査終了 

 
尾道市役所 

 

 

 
福山市役所 

 

【社会福祉法人ひろしま】 

■特別養護老人ホームひろしま  
     （所在地：福山市 指定権者：福山市） 
○デイサービスひろしま  
   （所在地：府中市 指定権者：広島県東部厚生環境事務所） 
▲グループホームひろしま（所在地：福山市 指定権者：福山市，尾道市） 
 

【社会福祉法人ひろしま】 

■特別養護老人ホームひろしま  
     （所在地：福山市 指定権者：福山市） 
○デイサービスひろしま  
   （所在地：府中市 指定権者：広島県東部厚生環境事務所） 
▲グループホームひろしま（所在地：福山市 指定権者：福山市，尾道市） 
 

実績報告書 
（差替え分） 

実績報告書 

（差替え分） 

実績報告書 
（差替え分） 

審査終了 

★指示のあった指定権者に，個別に修正・提出するのでなく，各指定権者の修正指示が出揃

うまで待ち，修正内容を合わせて提出してください。 


